
１．はじめに（背景・目的・方法）

韓国慶尚北道安東市に位置する河回村は、1984 年に文

化財保護法の重要民俗資料注 （日本の重伝建地区に相当

する）に指定され、2010 年 7 月には世界遺産に指定さ

れた韓国を代表する歴史的集落である。

本研究は、韓国の歴史的集落の景観保全に関する一連

の研究のひとつで、2012 年・2013 年に日本建築学会住

宅系報告会論文集で発表した河回村の制度面 1)、居住・

生業面 2)の研究の続報である。 

韓国の文化財庁注 2 により作成された世界遺産登載申

請資料 11)によると、韓国の歴史マウル注 3（集落）は、氏

族マウル（一族集落）と邑城マウルなどの類型に分けら

れており、氏族マウルは全体の歴史的集落の約 80％を占

めている韓国の代表的な歴史マウルの類型であることを

指摘している。 

また、韓国での氏族は父系血縁集団であり、同じ祖先

の系譜を持ち、姓が一致する一族と、他の血縁集団（氏

族）から配偶者として嫁入りした女性たちから構成され

た社会集団を示している。 

さらに、氏族マウルは一つ及び少数の氏族が全体住民

構成の多数を占めており、マウルの大きな意思・方向決

定について主導的な役割を行うマウルであり、河回村の

場合、豊山柳氏(以下、柳氏)が約 7 割を占めており、韓

国を代表とする氏族マウルであることが記述されている。 

申請資料によると河回村は、朝鮮時代の両班（柳氏

70%）と平民（柳氏以外 非柳氏が 30%）が現在も混住

している。河回村が世界遺産に登録されたのは、フィジ

カルな側面において両班集落の独自の「景観」と非柳氏

である平民（非支配層）が生み出し維持されてきた集落

行事である「河回別
ビョル

神
シン

クッタルノリ（以下、河回仮面劇）」

の民俗芸能側面（無形遺産）の存在が、世界遺産登録の

大きな要因となっている。

本稿では、河回村の社会構造と景観保全の関係に着目

して、現代における歴史的景観の保全とその他（職人制
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度）の要因がどのように びついているのかについて

を行うことが目的である。 
「社会構造」について以下のように ている。

( )には、「社会を構成している 要 の に成り

つ、 的安定的で 的な関係」と記述されている。

本研究では、 に朝鮮時代の支配 である「両班
ン ン

（柳

氏）」と平民などの「非柳氏」が な関係で構成されて

おり、集落全 の事業 に関 る住民 である「河

回村保存会」を し、景観形成・景観保全に たして

いる から研究を める。 
研究方法として、 体的な は以下の りである。 
 安東市文化芸 課の世界遺産 当者から行 資料を

集し、当時の文化財保護制度の 方 社会

について ンタービ ー を行った。 
 河回村の現地 では、河回村保存会の会 ・事

より、保存会の役割及び景観 ・住民と

行 との関係について を行った。 
 に、現地 では、河回村の村 との ンタービ

ー を重 的に行った。世界遺産指定以 の居

住者の 化、建 の 化、民 ・観 文化

の 向について資料を 集・ し 表にまとめた。 
 
． の

韓国 に る の

行 資料として、慶尚北道によって作成された「河回

村マウル 報告 8)（1979 年 11 月）」は、河回村を地

方民俗マウルに指定するために集落現 と主要建 の

及び人文 を行った。 
本 報告 は、 在（ 文化財 会 ・

国 民俗博 ）を指導 に、 とし

て （ 大学教授・ 大韓建築学会 事）、

は （ 女 大学教授・ 韓国文化人類学

会 事）・ （現 大学 教授・ 大韓建築学会

建築歴史 会 ）らを代表に、大き 人類・民俗

学及び建築学的な観 でまとめられた。 
韓国では も い時期（1970 年代）に ・建築

の国のキー ー ンを とした 合 報告 が作成

された。本 は、歴史マウル・民俗文化財として い

つつ後世に さ ようとする きが現れ、河回村のそ

の後の保護 の となっている。 
このように、1970 年代に行 れた の文化財登録とマ

ウル は国による本 的なマウル の 発 として

できる。また、1984 年重要民俗資料（日本の重伝建

に相当）に指定され、「文化財保護法(1962 年制定)」に

より保護が まった。 
また、2004 年文化財庁によって作成された「民俗マウ

ル保存 及び 合 」10)では、より し

河回村 の の現 を行った。 124 のうち 98
（83％）の保存 が 、17 が である が出

た。保存 の は 型からの 形程度と に

よる回 の 能性であり、 型 の主要 因として、

方 ・建築 料・ 族構成の 化であることが示さ

れている。 （9 ）の を けた建 の大多数は

の い の を 決するために てられた

が多かったと指摘している。ここで住民らの生 の

と文化財 型保存の の が存在し、「 住民

置 （ 004.03.0 行）」が制定され、フィジ

カルな側面の 型維持 けでな 住民の生 を 重した

が 定されたことが である。 
さらに、「文化財（歴史的集落）」を り によ

り、安東市は、河回村の世界遺産登録 程においても

の登録 に合 た を めた。その 、

2008 年韓国文化財庁の国 課により世界遺産登載

申請資料 11)（以下、申請資料）の「韓国の歴史マウル河

回・ 」が作成された。 
本申請資料は、「建築分 」の として現成 大

学建築学科 教授（ ICOMOS 韓国 ・ 韓国

建築歴史学会会 ）、「景観分 」の として現慶

大学 市工学科教授らが保存 の タリン の

者として しており、保全 を 示している。 
その保全 方 として、 存の保存方 はマウル

の建築 と景観の「 形維持」に着目する 向であった。

しかし、そのような 的 けでな 、 の自

、生産 とマウルに 続されてきた無形遺産など

によって構成されるものであり、このような要 などが

合的に される 要があると指摘している。 
韓に る景観保全関

本 の「世界遺産時代の民俗学（2013）」13)でも、

豊山柳氏の両班一族とその他の集合体であることを指摘 
しており、「民俗学」的 で、柳一族（両班・支配 ）

とその他（非柳氏）の 層的関係（ の平民と両班の関

係）があり、村の自 である「河回村保存会」によ

り、集落 民 のフィジカルな側面では柳氏主導で世界

遺産登録の についての記述 民側の文化として仮

面劇（無形遺産）の役割があり、文化財保護との関係に

ついて示している。 
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このように、河回村は大きな 2 つの 目（景観維持・

無形遺産）が され、それらが一体的に関係している

ことから 2010 年 7 月世界遺産に登録された。 
者は、 記の韓国歴史的集落の保護の れを し

た で、 的 及び生 ・生業及び無形遺産などを

一体的に る大きな から研究を める。 
本稿では、柳氏と非柳氏を分けることによって、 、

柳氏が 的な役割をしているものの、非柳氏も仮面劇

職人制度のような フ な側面で重要な役割を たし

ているという着 から景観保全との関係を指摘した

研究は 当たらないことから 存の論文との いが現

れるなど、意 があると る。 
 
．社会構造からみた河回村の景観の

2012年 12月に行った現地 では、河回村の村 （60
代）により られた河回村住民の を に、世 主

による河回村の柳氏と非柳氏の居住分 、景観を

ける について全世 を した。 
韓国の代表的な氏族マウルである河回村の世 主から

みた柳氏及び非柳氏の居住分 をみると（ 1 ）、

柳氏が世 主である が 89 世 ・柳氏以外の世 主

が居住している が 26 世 であり、合 115 世 注 4

である。世 主の約 77%が柳氏であり 3/4 以 を占めて

いる。 体的な数 （割合）を柳氏と非柳氏に分類し、

居住と の 料について示した（表 1）。 
居住分 の として、柳氏が に分 しており、

非柳氏の大多数は集落の東・ 側に分 していることが

分かる。また、「 地」を している 15 世 の で柳

氏が 13 世 であり、約 9 割を占めている（ 1 の ）。

集落 観 団地に「 業」を行う 10 世 の 、8 世

が柳氏による であり、8割を占めている（ 1の ）。 
さらに、 別な「保護 」として、1960 年代に 体

の建築 として である ・ が 注 5（

2 の ）に、その他 1970 年代に 5 つの が重要民俗

資料（ 2 の ）として指定されている。その 7 つの民

は現在も柳氏が しており、国の文化財として

されている(7 つの民 は全て ： 、 2 )。 
また、2012 年 12 月のフィールドワークで作成した

2 の （ ）の でも が集落の

に位置しており、現在も柳氏が し、居住している

ことが分かる。 （ 2 の A）などの の （柳

氏）が主要な場 に位置しており、その に （非

柳氏）が ような集落形 が現在も続いている。この

ように、集落 民 のフィジカルな側面では柳氏を

とした文化財（民 ）の保護が行 れていることが

であると る。 
さらに、河回村の住民の約 63％が居住しており、

を ウル 大 市などの大 市に居住する住民に

しては、 に河回村に 在し、自ら 地 ・

を する場合、また、 人に し、代 りに

の 及び を行う世 が 25％であるなど、 、

約 割の民 が河回村の住民によって されている 。
 
． に る景観保全 の

河回村保 会に る景観保全

1992 年に社会法人として登録された住民 会であ

る「河回村保存会（以下、保存会）」は、河回村の伝 文

化と祖先が した遺 及び自 の 型を 的に保

存・ することを目的としている（保存会定 、

「 」 「目的」）。 
その 体的な事業 として（定 ： 「事

業」）、 伝 文化・遺 保存及び伝 事業、 文化財の

保護 及び学 研究事業、 伝 文化の 及、

文化関係 関及び文化団体との に関する事 、 会

のための 事業、 河回村と河回観 団地の

と伝 方 で の一 的な ・ 事業の 6
つの 目の事業を行っている。 
主に、伝 文化の伝 および建 の ・ のよう

な景観保全の役割を たしており、また、 フ （ ・

）の要 まで保存する役割を たしている。さらに、

文化・教 団体及び 化との関係を持つことで国 民

の研究の 助の役割、河回村住民の代表として行 と

住民 の しの役割を たしている。さらに、観 団

地のような生業の維持・職 の など住民の に関

する事業も行っている。 
また、2010 年 4 月に自 約（河回村保存会定 ）

河回村の の の
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が定められ、全ての業 及び 行方法の になってい

るなど河回村の景観・文化を維持 けでな 、住民の生

・行 との連 のような な役割を たしている。 
に る景観保全

2010 年 7月 31日に河回村が世界遺産の歴史的集落と

して指定されたことが けに韓国の歴史的集落の保護

のシ が大き 化した。 
の の文化財から面に 大保護すること けでな

、地 住民によって伝 されている多 な生 ・民俗

文化などの無形遺産を維持するために、 的な伝 体

系の構築を行い めた。 
その代表的な世界遺産登録以 の国の として、

「マウル職人指定 」がある。 の 定 景と

して、韓国文化財庁は歴史的集落の外形的 ・

けでな 、 集落に伝 されている の生 文化関連

の民俗及び芸能など無形的要 を 性化するため 2011
年から村民を に 能・芸能保 者を発 し、マウル

職人として指定する が定められた。 
2012 年 12月安東市文化芸 課世界遺産 当者に河回村

の職人制度の について ンタービ ー を行った。

体的な は以下である。世界遺産登録以 の 2011

年から歴史的集落の外形的 ・ けでな 、 集

落における の生 文化関連の民俗・ 能・芸能など

の無形的要 を 性化する方 が現れた。その職人制度

は、2011 年に世界遺産として登録された河回村と 村

から された。2012 年から全歴史的集落のマウル職人

の指定に 大し、マウル文化の伝 およびその みの

構築を目指している。また、安東市文化芸 課の世界遺

産 当者により られた行 資料（文化財庁：2012 年度

民俗マウル職人制度指定 ）では、マウルの主な

景観 事業である「 の き 事業」 「 の

事業」を行う に、 存の業者が事業を行うのではな

、集落の職人に指定された人を 的に し、 ・

保護の主体であるマウルの住民が景観の に する

よう文化財庁の方 である。職人制度の期 として、

マウル住民の 大を目指している。また、 3 は職

人制度が行 れる場 ・ を示している。

このように、職人制度による主な景観 事業として、

の き 事業と の 事業があり、もともと行

によって行 れていた 事業を地 住民で 別され

た 職人・ 職人も の工事に しており、景観

保全に がっていることが分かった。

河回村の に る ・ る （ 世界遺産 は ）
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河回村は 2012 年に合 15 分 で 34 のマウル職人

が指定されている。フィジカルな建築分 の の

と の 工事に 住民が しているなど景観保全

の役割を たしている。また、 ・ 料 及び 、

伝 的な りなどの民俗芸能・工芸分 も して、伝

文化の 続を っている。同じ 世界遺産に指定され

た 村は、2 つの分 （ ・ 職人 13 ）のみが指

定されているなど、河回村が多 な分 ・多数の職人を

保 していることが分かる。また、表 2 では、 、柳

氏 けでな 、非柳氏が約 数を占めているなど、非柳

氏による が行 れていることが である。

マウル職人の指定をする に、河回村保存会の 事会

で を行い、そこでの会 録を し文化財庁に申請

する 続きで行っているなど行 との り りで 性

を っている。 
 
． め

本研究の を以下に示し、まとめとする。 
 河回村は、居住分 及び の 料からみて柳氏が

となった氏族マウル（ ン ン集落）の が

維持されている。 
 また、河回村保存会は自ら文化財保護 景観保全に

おいて重要な役割を たしており、村民を代表とし

て との 住民と行 の しの役割を

たしている。 
 世界遺産登録以 「マウル職人制度」により住民が

及び の に しており、民俗芸能のよう

な フ 側面で伝 文化を維持する重要な役割を

たしていることが分かった。また、その他民俗工

芸・ 能の伝 生 文化が集落 の民 を に

されており、無形的な要 を みのような

フ 側面の文化的景観に関係していると る。

このように、フィジカルな景観保全と民俗芸能側面を

重する みになっている。 
また、 ン ン文化と非 ン ン文化の 合体であり、

柳氏と非柳氏が現在も み合 さった形が河回村

の世界遺産の資 になっていることが分かった。 
 

注  重要民俗資料は、民俗資料の で文化財庁 が重要 と した
民俗資料に して文化財 会の を て指定され、 は地
方自 団体が 当する。

注  日本の文化庁に相当する。
注  マウルは、韓国の代表的な社会学者である、 在 によると、一

つの独自的 伝 を持つことによってそれ自体が全体として一
つの 一性を保存し、社会的にも一つの独 的な生 が まれる
地 ち自 集落としている。

注  河回村の戸数は である。 世 に 定した として、村
の 人会 ・保 及び 建築である など、同一人 が多

数の を している場合があるため、本研究では 世 とし
て り う。

注  は、歴史的・芸 的・学 的 が いものであり、国が法
的に指定した 形文化財。
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」 （ 年 月）

 ・ ：

（日本 ： 村の世界文化遺産登載以
の 化分 による住民自 型保全体系定 登載（ ）
以 年 月 日まで ）、大韓国 ・ 市 学会 「国

」 （ 年 月）
 ・ ・ ・

： 세계유산의 등재 그 의미와 보존관리의 현안（日本
：世界遺産の登載、その意 と保存 の ）、大韓国

市 学会 集（ 年 月）
 村 ：韓国における伝 社会の 慶尚北道・河回村と全

道・ 安邑城マウルからの 、 大学国 関係 要
、（ 年）

 慶尚北道：河回村 報告 （ 年 月）
 安東市：安東河回村 合 報告 （ 年 月）
 文化財庁：民俗村の保存・ 及び 合 （ ）
 ：

（ ）
 安東市：세계유산 특강 교육 교재（日本 ：世界遺産 の

別 教 教 （ 年）
 本 ：「世界遺産時代の民俗学 ール・ タン ードの

をめ る日韓 」（ 年 月）

河回村の （ ）

に 世界遺産 か
ら ら た に
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